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驚 が ある。 そ して , 児童の権利に 関する 条約 2 8 条 2 項は , 学校の規律

が同 条約 に従っ て子 ども の尊厳に 適 合す る 方法で運用 される た め の適 当

な措置を要求して い る。 と こ ろ が , 事件通産及 び こ れに付随する被告都

教委の措置は , 入学式 , 卒業式等 の式典にお いて , 生徒に対 して も 国

旗に 向 か っ て 起立する こ と 国歌を斉唱する こ と を学校の規律と じで 強

要 して い るの であ つて , 児童の権利条約 1 2 条 1 項 , 1 3 条 1 項 , 1 4

条 1 項及 びこれに内在する教師の教育の自由を侵害し , 教師の適正な責

務の遂行を 阻害する も の で あっ て , 前記各条項及び同条約 2 8 条 2 項に

違反する。

(3) 争点(3) (国家賠償請求権の存否)

【原告ら】

原告ら は , 前記(2)【原告ら】 の 主張ア ない しオのと おり , 違憲違法な本件

通達及ひくこ れ に基づく各校長の本件職務命令に基づ き , 処分の桐嶋 を もっ て ,

入学式 , 卒業式等の式典にお いて , 国旗に向か っ て起立するこ と 国 歌を斉

唱する こ と , 君 が代の ピアノ伴奏をする こ とを 強制され , 多大な精神的損害

を被 っ た。 原告らの被っ た、精神的損害は 1 人当 たり 3 万円を 下 らな い。

【被告都】

前記(2掟被告ら】 の主張ア の とお り , 本件通達は , 都立学校の各校長 に対

して発せられたものであり , 原告ら教職員は本件通達によ り直ちに職務上 の

義務を負うもの で はない か ら , 本件通達により 原告 らが権利侵害を受ける こ

と は な い . ま た , 前記(2)【被告ら】 の主張アない し才のとおり , 本件通産及

び こ れに基づく各校長の本件職務命令は , 違憲違法な もの で はな い か ら 被

告部は原告拭こ対し , 国家賠償責任を負 わない。

第 3 争点 に 対する判断

1 前提事実

前記争いのない事実等 , 証拠 (文 章 中 又 は 文末に掲記した もの ) 及 び 弁論 の

‐ 26 -



全趣旨に よれ ば , 以 下の事実が認め られる (なお , 当事者間 に争い のな い事実

は , 文章中又は 文末に証拠等を掲記 しない。九

出 国旗 ･ 国歌法の立 法過程におけ る議論

国旗 ･ 国教 法 は , 平成 1 1年 8 月 1 3 日に公 布 , 施行されたが , その立法

過程に おいてモキ 政府関係奢る茂 次のよ うな見解を述べて い る。 すなわ ち ,

平成 1 1年 6 月 2 9 日開催の衆議院本会議に お い て , 国旗 ･ 国 歌法案に.つ い

て , 文 部 大 臣 は , ｢今回 の 法案は , 国旗 , 国歌の根拠につ い て , 慣習 であ る

ものを成文法と して よ り 明確に位置 づ けるも の で あ る詰 と述べ , 内 閣総理

大 臣 は , ｢政府と して は , 今回の法制化に当 た り 国旗の掲揚等に関 し義務

づ けを行うこ と は考えて お らず , したがって , 国民の生活に何らの影響や変

化が 生ずる こ と とはならないと 考えて いる . ｣ と述べでい る。 ま た , 文部大

臣は , 平成 1 1 年 8 月 2 日開催の参議院国旗及び国 歌に関する特別委員会に

お い て , ｢本法案は , 国旗 , 国歌の根拠につ い て , 慣習で あ る も の を成文法

と して明確に位置づ ける もの で ご ざいます。 これ によ っ て国旗 ･ 国歌の指導

に か か わ る教員の職務 上 の責務につ いて変更 を加 えるもの で は ございませ

ん。 ｣ と述べてい る。 さら に , 野中広務内閣官房長 官 は" 平成 1 1 年 7 月 2

1 日開催の第 1 4 5 回国会 の内閣委員会文教委員会連合審査会に お い て , 国

旗 ･ 国歌法制定につ いて , ｢そ れぞれ“人に まっ て , 式典等にお い て これを ,

起立 する自由もあれば , ま た起立 しない自由 も あ ろう かと思う わ け で ござい

ますし , ま た , 斉唱する自由 もあれば斉唱 しない自由 も あ ろ う か と患う わ け

で ご ざいま して , こ の法制化はそれを画一的 に しよ うと い うわ けで は ござい

ません。 ｣ と述べて いる。 (甲 1 5 3 , 2 6 5 , 乙 1 5 )

國 本件通達発令に 至る経緯

ア(ァ) 文部省は , 平成 1 0 年春 , 全国の公立 /i･ ･ 中 ･ 高等学校の 同 9 年度卒

業式及 び同 1 0 年度入学式にお ける 国旗掲揚及 び国 歌斉唱 の実施状況に

関する調 査を行 っ たと こ ろ 同 7 年春の調査に比べて全体と して実施率
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が 上 昇 して い る もの の , 一部の都道府県 にお いて依然と して実施率が低

い状況に あ っ た。 文部省初等中等教育局長辻村哲夫 は , 前記調査結果 を

受 けて , 平成 1 0 年 1 0 月 1 5 日 各都道府県 , 政令指定都市教育委員

会教育長 に対 し , ｢公立小 ･ 中 ･ 高等学校に お ける入学式及 び卒業式で

の国旗掲揚及 び国 歌斉唱 に関する調査に つ い て (通 知 )i (文 初 小第 1

4 5 号 ) を発 し , 学習指導要 領に,基づき入学式及 び卒業式にお ける国旗

掲揚及 び国歌斉唱 につ い て指導を徹底す る よ う通知 した。 (乙 1 , 2 の

1 , 証人巽 【 L 7 頁】)

(ィ) 都 立高校 (全 日制) の 国旗掲揚率ほう 前記例の文部省の調査によれ ば ,

平成 9 年度卒業式が B 4 0 % , 同 1 0 年度入学式が 8 5 0 % であり ,

いずれも全国最低で あっ た。 ま た , 都立高校 (全日制) の国歌斉唱率は ,

前記げ)の調査によ れ ば , 平成 9 年度卒業式が 3 9 % で 全 国最低 , 同 1

0 年度入学式が 3 . 4 % で三重県の 1 . 6 % に次ぐ低い実施率で あ っ た ,

(明 東京都教育庁指導部長蛭田政弘 (以下 国蛭田指導部長 ｣ と い う。 ) は ,

前記初の通知 を受けて , 平成 1 0 年 1 1月 9 日 , 都立高等学校長引こ交す

し ,
｢公 立 /f･ ･ 中 ･ 高等学校に お け る 入学式及 び卒業式で の 国旗掲揚及

び国歌斉唱に関す る調査 につ い て (通 知打 (1 0 数指企第 2 4 7 号 )
　

を発 し , 前記調査結果を通知する とともに、学習指導要領に基づき入学式

及 び卒業式に おける国旗掲揚及び国歌斉唱 の指導を徹底するよ う通知 し

た。 さ 封こ , 蛭田指導部長 は , 平成 1 0 年 1 1 月 2 0 日 各都立高等学

校長に対し , ｢入学式及 び卒業式な どにおける 国旗掲揚及び国歌斉唱 の

指導の徹底に つ い て (通知)｣ (1 0 教指高第 1 6 1 号 ) を 発 し , 学習

指導要領及 び次の よう な内容の実施指針に基づき入学式及 び卒業式にお

ける 国旗掲揚及び国歌斉唱 の指導を徹底する よ う通知 した , (乙 1 , 2

の 1 及 び 2 , 同 3 , 証人巽 t 1 , 7 百】)

｢ 都立高等学校にお ける 国旗掲揚及 び国歌斉唱 に関する黎施指針



1 国旗の掲揚につ い て

入学式や卒業式などにお ける 国旗の取扱い は , 次のと お り とする .

なお , 部族を併せ て掲揚する こ とが望 ま しい。

朝 国旗の掲揚場所等

ア 式典会場の正 面に掲げる ,

イ 屋外 にお ける掲揚につ い ては , 掲揚塔 , 校門 , 玄関等 , 国旗

の掲揚状況 が生徒 , 保護者 , その他来校者に十分に認知 できる

場所に掲揚する。

(2) 国旗を掲揚する 時間

式典当日の生徒の始業時刻から終業時刻ま で とする ,

2 国歌 の斉唱 につ い て

入学式や卒業式な どにおける 国歌の 取扱い は , 次の と おり と する。

街 式次第に ｢国 歌斉唱 ｣ を記載する。

(の 式典の司会者が ｢国歌斉唱 ｣ と 発声する . ｣

イ例 文部省は , 平成 1 1年春 , 全国 の 公 立 /ゾ･ ･ 中 ･ 高等学校の同 1 0 年度

卒業式及び同 1 1 年度入学式にお ける 国旗掲揚及び国歌斉唱 の実施状況

に関する調査を行っ たと こ ろ , 前記 ァ(方の調査に 比 べて全体と し て実施

率が 上昇して いるも のの , 一部の都道府県及び政令指定都市において依

然と し て 実施率が低い状況に あ っ た。 文部省は , 国旗 ･ 国歌法が 公布 ,

施行きれた こ と及び前記調査結果を受けて , 平成 1 1 年 9 月 1 7 日 都

道府県 , 政令指定都市教育委員会教育長 ら に 対 し , ｢学校にお け る国旗

及 び国歌 に関する指導につ い て (通知)J (文初小第 1 4 5 号) を発し ,

入学式及び卒業式に お ける国旗掲揚及 び国 歌斉唱に つ いて指導を より徹

底するよ う通知した。 (乙 上 4 の 1 , 証 人巽 【 1 , 7 菌】)

鮒 都立高校の国旗掲揚率 は , 前記例の文部省の調査によ れ ば , 平成 1 0

年度卒業式が 9 2 . 3 % , 同 1 1 年度入学式が 9 5 0 % であ り , 同入
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挙式につ いて みれば三重県 (9 1 9 % 丸 奈良 県 (9 3 3 % ) に 次

ぐ低 い実施率 で あ っ た。 ま た , 都立高校の 国歌斉唱率 は , 前記げ)の文部

省の 弱査によれば , 平成 1 0 年度卒業式が 7 2 % , 同 1 1 年度入学式

が 5 . 9 % で あり , 同 入学式につ いてみ れ ば三重県の 3 2 % に次 ぐ低

い実施率 であり , 全国平均 8 5 , 2 % を大きく 下回る も の であ っ た ,

(ウ) 東京都教育庁 は , 前記調査結果を受けて , 平成 1 1 年 6 月 2 3 日 教

育庁次長 を本部長とする ｢都立学校卒業式 ･ 入学式対策本部Jを設置 し ,

都 立学校にお け る入学式及び卒業式の適正実施に関して検討 ･ 協議を行

う こと に した , また , 東京都教育庁指導部長斎藤尚也 (以 下 ｢斎藤指導

部長｣ と い う。 ) は , 前記げ)の 通知を受けて , 平成 1 1 年 1 0 月 1 日 ,

都立学校の各校長 に対 し , ｢学校に お ける 国旗及び国歌に関する指導に

つ い て (通知)｣ (1 1 数指企第 2 1 2 号 ) を発 し , 入学式及 び卒業式

にお ける 国旗掲揚及 び国 歌斉唱の指導を一層徹底する よ う通 知 したま乙

1 , 4 の 2 , . 証人 巽 【1 , 7 買】)

国 被告都教委教育長中島元彦は , 平成 1 1 年 1 0 月 1 9 日 都立高等学

校の各校長 に対 し , ｢入学式及 び卒業式に お け る国旗掲揚及 び国歌斉唱

の指導に/つ い て (通選)｣ (1 1 数指高第 2 0 3 号) を 発 し , 学 習指導

要領及び前記ア(ウ)の尭施指針に基づき , 入学式及び卒業式にお け る国旗

掲揚及び国歌斉唱 を実施する よ う 通達した。 前記通蓬に は , ①教職員に

対して は , 入学式及 び卒業式にお ける 国旗掲揚及び国歌斉唱 の指導の意

義につ い て , 学習指導要領に基づき説明 し , 理解を求め るよ う努めると

と もに , 併せて , 国旗 ･ 国歌法制定の趣旨を説明する こ と ②生 徒に対

して は , 国際社会に生き る 日本人と しての自覚及び我が 国の み な らず他

国の国旗及び国 歌 に対 す る正しい認識とそれら を尊重する態度が重要 で

ある こ と を十分説明するこ と ⑧保護者に対 して は , 学校教育にお いて ,

生徒に国旗及び国歌 に対す る正 しい 認識やそれらを尊重す る態度の育成
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が 求 められ ている こ と 学校は 入学式及び卒業式にお いて国旗 掲揚及 び

国 歌斉唱 の指導 を学習指導要領に 基 づき行う必要 が ある こ とな どを 時機

をと ら えて説明する こ と ④校長が国旗掲揚及び国歌斉唱 の葬施に当 た

り職務命令を発 した場合にお いて , 教職員 が式典の準備業務を拒否 した

場合 , 又は式典に参加せず式典中の生徒指導を行わ な い場合は , 服務上

の資任を 問 われる こ と が ある こ と を教職員に周知する こ と な どが 明記さ

れて いた , なお , 上記通達は , 被告都教委の校長 に対する職務命令と い

う扱 い ではなかっ た。 (乙 L S , 証 人 巽【L 7 , 2 8 な い 1/ 3 1 篇】)

謝 東京都教育庁指導部高等学校教育指導課及び岡部心身障害教育指導課

は , 平成 1 2 年 1月 , 前記例の通達の趣旨を徹底する た め , 都立学校の

全数職員に向けたリ ー フ レ ッ トを作成 し , これを配付 した。 こ の うち東

京都教育庁指導部高等学校教育指導課が 作成した リー フ レ ッ トに は , 学

習指導要領解説 ｢特別活動編｣ の抜粋 , 前記(ウ)の通達 , 全国 の公 立高等

学校の卒業式における国旗掲揚及 び国歌斉唱 の実施状況を掲載す ると と

も に , 資料と して , 平成 1 1年 3 月開催の卒業式にお い て混乱が生じた

都立高等学校の保護者有志か ら 同高等学校の教職員に宛て た抗議の 手

紙 , 国旗 , 国歌に対する 世論調査の結果等が掲載されて い た。 ま た , 東

京都教育庁指導部心身障害教育指導課が 作成 した リー フ レ ッ トに は , 学

習指導要領解説 ｢特別活動縞｣ の抜粋 , 前記(劫の 遼遠等 が掲載されて い

た。 (甲 2 , 乙 L 6 7 , 証人髯 【上 7 頁薄

ウ例 文部科学省は , 全国 の 公立“} 中 ･ 高等学校の平成 1 2 年度卒業式及

び同 1 3 年度入学式にお ける国旗掲揚及び国歌斉唱 の実施状況 に 関する

調査を行っ た と こ ろ , 全国的に実施率が 上昇 し , 同入学式 にお け る高等

学校 (全日制) の 国旗掲揚率は 1 0 0 % , 国歌斉唱率は 9 9 , 6 % とな

っ たものの , 一部の都道府県及 び政令指定都市にお い て全校実施が達成

さ れて いな い状況に あ っ た。 文部科学省初等中等教育局長矢野霞奥は ,



前記調査結果 を 受 け て 平成 1 8 年 5 月 2 5 日 都道府県 , 政令指定都

市教育菱員会教育長に対 し , ｢学校にお け る国旗及び国 歌 に関する指導

に つ い て (通知)｣ (1 3 文 科初第 2 8 7 号 ) を発 し , 全校実施が達成

されて いない都道府県等にお いて はすべ て の学校にお い て国旗掲揚及び

国歌斉唱が実施されるよ う指導を徹底する こ と 引き続き学習指導要領

に基づく 国旗掲揚及び国歌斉唱に関する指導が 一層適切に行われるよ う

に指導する よ う通知 した。 (乙 1 , 8 の 九 証人巽 ロ , 7 竇】)

齢 都 立高校 (全日制 ) の国旗掲揚率及 び国 歌斉唱率は , 前記例の文部科

学省の調査に よれば , 平成 1 2 年度卒業式及 び 同 1 3 年入学式い ずれも

1 0 0 % にな っ た ,

(例 斎藤指導部長は , 前記調査結果を受けて , 平成 1 3 年 6 月 1 2 日 都

立学校の校長 に対し , ｢学校に お け る国旗及び国歌に 関 す る指導につ い

て (通知 )J ( 1 3 数指企第 1 6 8 号 ) を 発 し , 今後と も 入学式及 び卒

業式にお け る国旗掲揚及び国歌斉唱 の指導を一層適切に行 う よ う 通知 し

た (乙 L 8 の 銃 証人蕊 □ , 7 苣】)。

エ例 文部科学省初等中等教育局教育課程課長大槻遊也は , 平成 1 5 年 3 月

5 月 各都道府県教育峩員会教育長ら に対し ,
｢公立月･ ･ 中 ･ 高等学校

における 入学式及び卒業式での国旗掲揚及 び国歌斉唱に関する取扱いに

つ い て (照会濱 ( 1 4 初数課第 2 9 号) を発 し , 同 1 4 年度卒業式及

び同 1 5 年度入学式にお ける国旗掲揚及び国歌斉唱 の実施状況に関する

調査を依頼したね東京都教育庁指導部長近藤精~ (以 下 r近藤指導部長｣

と いう。 ) は , 前記調査依頼を受けて , 平成 1 5 年 3 月 6 日 , 区市町村

教育委員会教育長 に 対 し , ｢公立小 ･ 中学校及び都立学校にお け る入学

式及 び卒業式で の国旗掲揚及 び国 歌斉唱 に関する調査につ い て (依頼)J

(1 4 数指企第 6 6 3 号) を発 し , 同 1 4 年度卒業式及 び同 1 5 年度7･

学式に お け る国旗掲揚及 び国歌斉唱の 美施状況に関す る調査 を依頼 し
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た。 前記調査結果を受 けて , 近藤指導部 長 は , 平成 1 5 年 5 月 2 2 日

被告都教委の 同年第 9 回定例 会 にお いて , 同 1 4 年度卒業式及び同 1 6

年度 入学式に おける 国旗掲揚及 び 国歌斉唱 の実施状況に関す る調査結果

を報告した□ 近藤指導部長は , 前記報告にお い て , ①平成 1 4 年度卒業

式を フ ロ ア形式で実施した都立高校が 4 校 , 都立 高 ･ ◇ フ ･ 養護学校が

7 校あ っ た が , 同 1 5 年度入学式で は都立高校で 1校 , 都立盲 ･ ◇ ･フ ･

養護学校で 4校に減っ た こ と ②国 歌 は全校で斉唱 した が , 式次第に ｢国

歌斉唱 ｣ と記載しな か っ た都立高校が同 1 4 年度卒雜式で は 3 校 , 同 1

5 年度入学式では 1 校あ る こ と な どを報告し , 入学式 , 卒業式が学習指

導要領に基づ い て適正 に葵施される よ う今後 も指導を継続する皆述べ

た。 (乙 鴇 9 の 1 及 び 2 , 同 L q 証 人翼 【1 , 7 質】)

(柏 東京都教育庁 は , 平成 1 5 年 6 月 2 5 日 前記炉)の調査結果を受 けて ,

卒業式及 び入学式を学習指導要領に基づき よ り適正 に実施する た め , 新

た に ｢都立学校等卒業式 ･ 入学式対策本部｣ を設置し く以下 ｢本件対策

本部｣ という』 , 本件対策本部に幹事会 (幹事長襲公一 ) を設置した。

なお , 本件対策本部の構成員は 7 名 , 幹事会の構成員は 1 5 名 で あ っ た。

(甲 1 6 為 2 0 8 の ] 【4 , 5 買主 乙 1 , 1 1 , 証人巽【 L Z 頁 1)

(ウ) 横山教育長 は , 平成 1 5 年 7 月 2 日開催の東京都議会本会藤にお い て ,

東京都議会議員土屋敏之 (以 下 ｢土屋都議｣ と いう。 ) の質問に対し ,

次のと おり答弁した く甲 2 2 2 [2 , 5 頁 1 2 6 8 )。

土 屋 都 議 す国歌斉唱時に , 内心の自 由 が あ る か らと事前に 説明す

る必 要 はないと思いますが ,都教委の 見解を伺いた い ,

ま た , 今後 こ う した行為に関 して どのよ う に対応する

の で し ょ う か。 ま た , 国歌斉唱 時 に起立 も しな い教職

員が い ま だ に存在する こ と に つ い て , 見解 を 求 め ま

す。 ｣
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横山教育長 言 国 歌斉唱時に 関 し内 心 の自 由 を説 明する こ と に つい て

で ございますが , 卒業式や入学式等 におき ま して は ,

学習指導要領に示 された 意義を踏ま えま して , 国旗を

掲揚すると ともに , 国歌を斉唱す る よう児宣生徒に対

して指導しなければな らな いもの で ございます。 卒業

式や入学式等 は , 厳粛かつ清新な雰囲 気の 中 で , 新し

い生活の展 開 への動機づ けを行うため の儀式的行事で

ご ざ い ま して , 国歌斉唱に当 た っ て , 司 会者 が教員

(｢児童生徒｣ の言い間違え。 ) に対し内心 の自由に

つ いて説明する こと は , 極め て 不適切で ある と 考 えて

お りま す , 今後 , 都教育萎員会 は , 学習指導要領に基

づく卒饗式 , 入学式等 の適正実施に向 けて , 新た な実

施 指針を策定し , 各学校及 び 区市町村教育委員会を指

導 して ま いり ま す。 裏 『国歌斉唱時に教職員が起立 し

な い こ とにつ い てで ございますが , 卒業式 , 入学式に

お いて , 児童生徒に我が国の国旗 , 国歌 の意義を理解

させ , こ れ を尊重する態度を育成すべき教員が , 国歌

斉唱時に起立 しな いと いうこと は , あ っ ては な らない

こ と で ございます。 都教育委員会は、 今後 , 卒業式 ,

入学式に.お け る 国 歌斉唱の指導を適正 に実施する よ

う , 各学校や区市町村教育委員会 を強く指導してま い

り ます可

四 本件対策本部及び幹事会 は , 平成 1 5 年 7 月 9 月 第 1 回対策 本部及

び第 1 回幹事会 を開催した。 第 1 回対策本部及 び第 1回幹事会 で は , 平

成 1 4 年度卒業式及び同 1 6 年度入学式の 問題群 と して , ①同 1 1 年 1

O月 2 0 目付け実施指針 とおり国旗を舞台壇上正 面に掲揚して い ない学
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校が ある こ と ②式を フ ロア形式で実施して い る学校が ある こ と ⑧式

次第に ｢国 歌著□割 と記載しない 学校がある こ と ④司 会 が国歌斉唱時

に ｢起立 ｣ と 発声しない学校が あ る こ と ⑤国 歌斉唱時に起立 しない教

職員が いる こ ね ⑥司会が 開式前に ｢内心 の自由｣ に つい て説 明する学

校が ある こ と な どが報告さ れ た。 本件対策本部及 び幹事会 で は , 前記問

題点につ いて , 国旗 , 国歌の指導の意義及び儀式的行事の意義から して

是正す べき と の認識を有して いた。 本件対策本部 及び幹事会は , 平成 1

5 年 8 月 2 6 日 に第 2 回幹事会 , 同年 1 0 月 ,1 日 に第 2 回対策本部及 び

第 3 回幹事会 , 同月 9 日に第 4 回幹事会 , 同月 1 7 日 に第 3 回対策本部

をそれぞれ開催 し , 入学式及 び卒業式等における 国旗掲揚、 国歌斉唱を

適正 に実施する た め の方策につい て検討 した。 (甲 1 9 , 1 6 L 2 0

3 の 1 , 同 2 5 6 , 2 6 6 の 1 及にヌ2 , こ 1 , 1 2 の 1 ない し 3 , 証人

翼 【1 ない し 4 酉】)

(3) 本件通達発令の状況

ア 本件対策本部ほう 前記(2)エ国の対策本部 及 び幹事会の検討結果 を取りま

と めて , 平成 1 5 年 1 0 月 2 3 日 被告都教委の 同年第 1 7 回定例会に お

いて , 本件通達の内容を報告 した . そ して , 被告都教委は , 平成 1 5 年 1

0 月 2 3 日 横山教育長名で都立学校の各校長に対し , 本件邁進を発した。

ま た , 被告都教委は , 平成 1 5 年 1 0 月 2 3 日 2 年間 の業績評定が 下位

評定である こ と 戒告以上 の懲戒処分を 2 回 以上受けた こ となどの 要件に

該当する教育管理職 (校長 , 副校長及 び教頭) につ いて , 研修実施 , 降任

勧告等の措置を言報ずる との ｢適格性に課題の あ る教育管理職の取扱いに関

す る要綱 J を発表 した。 (甲 1 , 1 8 8 の 1 , 同 2 0 8 の 1 I5 6 霞】,

同 2 1 1 の 1 【3 0 頁】, 乙 1 3 , 1 4 の 熱 証人巽 [4 頁】, 同塚内【1

0 百】)

イ 被告都教委は , 平成 1 5年 1 0 月 2 3 日午後 2 時か ら , 東京都庁 第一本



庁舎 国籍大会議場にお い て , 都立学校の校長 らを対象に して、 ｢教育課程

の適正実施に か か わ る説明会 ｣ (以 下 ｢本件説明 会 .; と い う。 ) を開催 し

た。 被告部数髪は , 本件説明会 の全体会にお い て , 都 立 学校の校長 拭こ荊

し , 本件通達を配付した う え , 概略 , 次のと お り , その趣旨説明を行っ た。

(甲 1 8 8 の 5 , 同 2 0 3 の 2 , 同 2 0 8 の 1 【8 頁 1 及 び 3 【2 5 , 2

6 頁 l, 同 2 1 1 の 1 12 5 ない し 2 8 頁】, 3 【4 , 6 , 2 8 , 3 6 頁】,

4 [1 , 3 2 薦】, 5 【王国】, 6 【3酉 1, 7 【4 , 2 8 貫主 8 【1 ,

2 6 頁】, 9 【暮 2 9 菌】, 1 0 卓 頁】, 1 1 【玉 B 6 頁】, 1 2 【 1

頁】 及℃メ 1 5 [2 , 2 9 ･ 3 0 頁 J, 同 2 6 2 【 L a 1 0 頂上 乙 義

1 4 の 1 ない し 3 , 証人堀内【2 な い し 7 , 3 1 頁 1, 同勢公一【九 隻

5 菌】, た だし証人翼に つ い ては下記認定事実に反する部分を除く。 )

な お , 被告都教委は , 都立学校の 各校長 に対し , 教職員に対する職務命

令 を 出すよ う "こと 命 じた こ と ばない旨主張し , 証人舅は , 校長は国旗 , 国

歌 の指導に何ら課題がなく , 全く 問題なく 実施できる と い う状況で あ れ ば ,

職員に対して 国歌斉唱等に つ いて の職務命令 を 出さない というこ ともあり

得ると証言する。 しか し , 証人巽 は , 被告都教委は職務命令を 出す か出さ

な い かの判断につ いて指導 , 助言 している こ と , 学校の状況等 か ら判断 し

て , 職務命令を出さなければ本件通達どお り 入学式 , 卒業式等 が実施 でき

ない 学校について は , 職務命令を出す方法等に つ いて指導して いる こ と ,

平成 1 5 年度卒業式に際して は , すべ ての学校で職務命令を 出 さな いと通

達どおり実施できないと判断して学校を指導したこ となどを証言してお り

(証人嬰 【8 , 2 6 な い し 2 8 頁 1), 実質的 に み て , 被告都教委は , 各

校長に 対 し , 教職員へ の職務命令を 出すよう に命 じて い たものと認め るの

が相当であり , 他に こ の認定を左右する に足 りる証拠はな い ,

例 横山教育長は , 本件説 明会にお い て , ①教育改革‘注進ん でいる が , 日

本人 と しての アイ デ ンテ ィ テ ィ の課題が残 っ て い る ②卒業式 , 入学式
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な どで着席 の ままの教員 が いる が , こ れ は運営の妨げ である , ③ (卒業

式 , 入学式等の適正実施は ) 儀式的行事の問題に と どま らず , 学校経営

の問題である な どと挨拶 した。

(.在 京京都教育庁人事部長臼井翼は , 事件説 明 会 にお い て , 都立学校の校

長に 対 し , 次の とおり , 詳細に 本件道遂に基づく 入学式 , 卒業式の適正

実施につ い て説明 を した。

a 教員を職務命令に従 わせる こと が大事で ある ,

b 職務命令を出すに当 た っ ては , いっ , ど こ で , 誰に 向かっ て発 した

か記録する こ と。

c 国旗は舞台地上正 面 に掲揚する こと。

d 式典の妨害が あっ た場合に は職務命令 で排除する こ と。

e 屋外の国旗掲揚の時間帯 は , 始業時か ら終業時ま で , すな わ ち 全

日制 であれば 8 時 1 5 分から 1 7 時こ うま でとする こ と。

f 教職員は国旗に向か っ て起立 し国歌 を斉唱 させ る こ と ,

g 教職員の座席を指定すること。

h 教職員が起立 しない場合 , 現認確認をし , 都教委に報告 をする こ と。

都教委は報告を受けて , 職務上 の責任を問 う。 教育庁を挙げて体制を

作る。

1 (国歌斉唱時に) 座 っ てい る 人 にそ の場で職務命令を出す の は難し

いから , 必ず事前に職務命令を出すこ と ,

) 教職員が国歌 を斉唱していな い場合 , そ の現認は難しい . 起立 , 不

起立 はわ かり やすい。

k 国教斉唱 の ピア ノ 伴奏にっ いてはぐ, 会場に ピア ノ があれば ピア ノ で

伴奏する こ と。 ピア ノ がな い場合は , 運 び込 む か考える こ と。 やむを

得な い場合は C D 伴奏。 ピア ノ 伴奏は専科の教員に 命令する こ と , い

っ , 誰に , ど こ で命令したのか記録する こ と。 弾き たく ない と の護息



を 示 した教員には , 職務命令違反 と して現認 し , 報告する こ と。

- 1 会場設営につ い て は , 児童 生 徒 が正 面 を向く よ うにする こ と。

m 教職員が 会場を設 営 しない場合 , 職務命令 で行 わせる こ と。

n 教職員の服装は礼服が よ い。 礼服 でないと しても ス ･一ツ にネク タイ

が ふさわしいと部数麦 は考えて い る。 体育者上下と か ポ ロ シャ ツ、 セ

ー ター
, G パ ンはふ さわ しいと は考えて いな い。 問題の あ る場合には

教職員の服装を現認 し , 報告する こ と ,

o 職務命令に つ い て はマ ニ ュ アルを作成する の で , それに従う こ と。

(効 近藤指導部長は , 本件説明 会に お いて , 都立学校の校長に対し , 本件

通達が被告都教委の教育長か ら各校長に対する職務命令である と説明 し

たうえ で , 卒業式等の実施に当た っ て は , 本件実施指針に従っ て式典を

行うよう各教員に、対して職務命令を出すよ うに指示 した。

ウ 被告都教委は , 平成 1 5 年 1 0 月 2 3 日 東京都庁に お い て , 前記イ の

全体会に続い て , 学区毎 の連絡会を開催し , 主任指導主事ら が , 都立学校

の校長に対し , 本件通達につ いて指導を行 っ ･た。 こ の うち , 金子主任指導

主事は , 以 下の よ うな , 指導を行っ た。 (甲 1 8 8 の 5 , 同 2 1 1 の 1 【2

銭 2 8 2 9 寅】 及び 1 5 【4 5 , 4 6 頁】, 同 2 6 2 【1 Q 1 ] 頁】,

証 人塚内 【8 ない し 1 0 , 3 1 頁】)

(秀 国旗の r舞台塊上正 面 i と は , 壇上正面 の壁面 を指す。 上か らつ け下

げる場合 を含む。 三脚は不 可 である。

船 本件通達の法的根拠は , 学習指導要領に基づく ものである (なお , 学

校教育法 2 8 条 3 項 , 塩敏行法 2 3 条 5号にも言及 が あ っ た。 )。

(ウ) 国旗 , 都旗は各学校の予算で早急に購入する こ と。 国旗の サイ ズは ,

し
-

中型が 1メ ー トル 四方 , 大型が 1 5 メ ー トル四方で 3 0 0 0 円 から 4

0 0 0 円程度 , 部族は 2 万円程度。 部族は , イ チ ョ ウの もの は シ ンボ ル

マ .- ク であ っ て部族で は ない。 正式な部族を使用する こ と。
『松本徴蓬
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工業i と いう業者 が ある の で , 電請番号と 担 当者名 をメ モする こ と . 注

文後 , 1 0 日程度で届く。 貸出は しな い。

四 国旗 , 都旗 , 校旗の 3 枚を掲揚す る場合は , 正面 に国旗 , 向か っ て左

に都族 , 向か っ て右に校旗と する こ と。

鯖 国歌斉唱 時 に起立 して いる状況を作ればよ い , 入場 , 一 同起立 , 開式

の辞 , 国 歌斉唱 の順に起立 のまま 通 して行う こ と でよい ,

仂) 内心の自 由 の説明 をする こ と によ っ ･て , 起立 , 斉唱 しにく い状況を作

らない こ と。 した が っ て , 実施指針にも f起立 を促す1 と ある。

闇 教員はでき る限り会場内 に入れる こと。 可能な限り最大限の人数を入

れ る こ と。 会場外の受付 , 警備の係は必要最低限の 人数とする こ と。 会

場内の人数は指導部で把握する。

(ク) 起立 しな い教職員の現認方法は , 追っ て指示する。

枡 ピア ノ が あ る学校は , 当 然 ピアノ伴奏をする こ と , ピアノ を会場に持

ち込 む こ と が可能な学校も同様 , ピアノ伴奏が不可能な の は , 伴奏者の

いな いと こ ろ。 その場合 は , ピア ノ 伴奏が でき な い理由 を部数鱒に文書

で提出する こ と。 音楽専任教員の いな い学校は伴奏可能な教員に伴奏を

命 じる こ と。 伴奏可能な教員が誰も い ない学校は C D 等で伴奏を流す場

合もある の で , 都教委に相談する こ と。

(コ) 教職員の服装は , 式典にふさわ しい もの とする。 何が式典にふ さわ し

いか は , 社会通念上 の判断である。

8月 本件通達に い う ｢入学式 , 卒業式等｣ の ｢等j と は , 周年行事 , 開校

式 , 開校式 , 落成式等の儀式的行事である。

●) (平成 1 6 年 3 月 の卒漿式には ) 全都立学校に教育庁職員を必ず派遣

する。 課長級以 上 (主任指導主事 , 統括指導主事) が 1 名 , 他に 1名 な

い し教者 の指導主事を派遣する。

例 今後 , 職務命令を出 す方法と 手順につい て手順書を示すので そ れ に



別っ て行うこ と。

国 本件速達発令後 の状況

ァ 本件通達発 令後 , 都立足 立西高等学校の平成 1 5 年 1 0 月 3 1 日 開催の

創立 3 0 周年記念式典を初め , 各都立学校の岡 年 行事に お い て , 各校長 か

ら教職員に対し , 職務命令書に基づ い て個 別 に , 国旗に向 か っ て 起 立 し ,

国歌を斉唱する こと な どの職務命令が 出された く甲 2 8 0 )。

イ 近藤指導部長は , 平成 1 5 年 1 1 月 1 1 日 都立高校校長連絡会の講話

にお い て , ①入 学式 , 卒業式等の実施驚様について課題を指摘されて いる ,

都議や都民か らい つま で こ う いう状態な ん だと批判が来て い る , ②本件通

達は校長 への職務命令 である , 本件通達を校長 の ツー ルと して活用 して い

た だき た い , ⑧卒業式や入学式につい て , まず形から入 り 形に 心を 入れ

ればよ い , 形式的であ っ て も (教員や生徒が国歌斉唱時に ) 立 てば一 歩

前進である な どと述べ た (甲 2 1 2 の 2 ,

.
証人 塚内 I1 1 頁】),

ウ 東京都教育庁高等学校教育指導課長賀澤 (以下 ｢賀澤指導課長｣と いう。 )

は , 平成 1 5 年 1 2 月 9 月 都立 高校校長連絡会 全体会 に お い て , 同月 3

日に東京地方裁判所に、おいて言い渡された判決 (乙 1 6 . 小学校の音楽専

科の教員が入学式の国歌斉唱時に ピア ノ 伴奏をしなか っ た こ と に 関 して 受

けた戒告処分 の 取消訴訟) に言及 しつつ , 次のよ う な指導を行 っ た。 すな

わち , 賀澤指導課長 は , ①職務命令は , 口 頭でも立会人不 在 でも有効だが ,

訴訟対応上 , 必ず書面 で 立会人を つけ て 行うこ と ②教務主任研修会 で本

件実施指針が 憲法速反 で はないかと の発言をした教務主任が い る が , 教務

主任の発言と して 不適切で あり , 当該教務主任を選任した校長の裔任で あ

る から指導してもらうこ と ⑧校長 か ら不協和音を出さ な い こ と な どを指

導 した , (甲 2 1 2 の 3 , 同 2 6 2 【1 9 頁】, 証 人娠内 【1 1 な い し 1

3 頭“

エ 賀澤指導課長は , 平成 1 6 年 1 月 1 3 日 都立高校校長連絡会全体会に
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お い て , 校長らに対 し , 同年 3 月 中に , 同年 4月実施の 入学式につ いて 職

務命 令 を出 しておく よ う に指導 した。 ま た , 上記全体会 に続い て開催さ れ

た学区毎の会合にお いて , 5 学 区担当指導主事宮野 は , 校長らに対し , ①

卒業式の実施要項の中に は会場の配置 図 , 教員 の座席図 , 司会の進行台本 ,

教員の役割分担表を必ず入れる こと , ②式次第にくま被告都教委の挨拶を必、

ず入れる こ と ⑧実施要項が できた らすぐに指導主事に提出するこ と ④

教職員に対して は 口 頭及び文書で職務命令を出すことを 内容とする 指導を

行っ た。 こ のよ う な指導主事か らの指導は , すべ ての学区に お い て行われ

た。 (甲 2 1 1 の 8 【3 4 頭】, 同 2 1 2 の 偽 証入隊内 [1 3 , 1 4 頁】)

オ 本件対策本部は , ｢平成 ヱ 5 年度卒業式及び平成 1 6 年度入学式の適 正

実施に向けた 日程 (薬)｣ にお い て , 平成 1 6 年 1月 に校長を対象と して

｢卒業式の適正 実施 に向けての連絡会J を 開催 し , 本件通達に沿っ た実施

の問題点 ･ 対応策の検討 , 美施状況の調査依頼 を 予定 して い た。 質濠指導

課長は , 平成 1 6 年 1 月 3 0 日 5 学区の臨時校長連絡会 にお い て , 校長

らに対し , 本件通達に関する Q & A 及び ｢卒業式 ･ 入学式の実施に 当 た っ

て (A 高校の周年行事の実施例 )｣ と題する資料を配付 して , そ の内容を

説明 し ,
.そのと お り 入学式 , 卒業式を実施する よ うそこ指導をすると ともに ,

｢職務命 令に は , 『実施要項に従っ て業務を行う こ と』 と書く ｣, ｢司会者

に対 しては , 『進行表に よ り 司会を行う こ と』 と付け加える ｣ , r職務命令

書 は , 1 人 1 人 に手渡す こ と毒 ｢何日 か か っ て も 手渡す こ と ｣ , ｢例え ば

学校で受け取 らな か っ た教員に , それでは家に行 っ て手渡すと 言っ たら次

の日 の朝に学校で受け 取 っ たと いう例もある。 その ぐら いね ばり 強くやり

なさ い ｣ , ｢教頭は く国歌斉唱の ) 5 分く ら い 前 に 不起立教員の現認の準

備の酉已置に付きなさい。 国歌斉唱 自体は約 4 0 秒ぐ らい だが , そ の間に教

頭が現認をす る こ と , 教育委員会職員はあく ま で補助 で あ る裏 ｢『(実施

指針に ある) 国旗に向 か っ て起立 し』 とは , 要す る に , 国旗 にケ ツ 向 ける



なとい う こ と で あ る上 ｢国旗国 歌 に つ いて 説 明 は して い い が , 『歌 わなく

て良い』 な どと は 言 っ て は い けない ｣ な どと述べ た。 ま た , 上記 Q & A に

は , ①教職員 は 可 能 な 限り全員式場に入 れる こ と ②教員の 参 列状況 及ひく

国歌斉唱時の 起 立状況 を確認する た め座席指定が 必 要 で ある こ と ⑧司会

等は主幹等の教員が行 い , 教頭は行わない こ と ④国歌斉唱時の 不起立 の

確認は管理職が行い , 教育委員会職員は補助で あ る こ と な どが記載されて

いた が , 上 記臨時校長連絡会終了後に回収された , さ らに , 上 記 ｢卒業式

, 入学式の実施に当た っ て (A 高校の周年行事の実施例打 と題する資料

には , ① 2 週 間前ま で に式の実施要項 (会場図 , 座席表 , 式次第 , 役割分

担表等を含む。 ) を作成する こ と ② 1 週間前ま で に教職員全体に対して

口頭で包括的な職務命令を発令する こ と ⑧前日ま でに教職員個人 に対 し

て 文書で職務命令を発令する こ と ④式当 日 は国歌斉唱 状況を確認 し , 不

起立等の職務命 令違反 が あ っ た場合に は , 校長が当該教職員に事実を確認

し , 報告書を作成する こ となどが記載されて い た。 なお , 他 の学区にお い

ても , 臨時校長連絡会 が開催され , 賀濕指導課長ら から本件通達に 関 して

同様の説明 が された。 (甲 1 8 8 の 鶴 岡 2 1 1 の 1 【3 1 , 3 2 頁 I 及

び 1 5 【6 0 頁 1、 同 2 6 2 【1 8 頁 I, 証人塚内 【1 4 な い し L 8 頁 1)

力 賀繹指導課長は , 平成 1 6 年 2 月 1 0 日 , 都立高校校長連絡会全体会 に

お い て , 校長 ら に対 して指導を行 う と ともに , ｢ 1 0 ･ 2 3 通達に反対 す

る都民が (都教委に 対 し) 要請文 を持っ てき たが , 何を言 われよう と一 切

(方針を ) 変え る つもり はない . ｣ な どと述べ た . ま た , 上記全体会 に続

いて開催された学区毎の会合にお い て , 5 学区担当指導主事宮野及び薄井

主任は , 校長らに対し , ｢職務命令 は文書で (1 人 1 人 に ) 手渡 しなさい ｣

な どと指導を行う とと も に , 前記才の Q & A の 内容を変更 した Q & A を配

付したが , 前記オの Q & A に従うよ う指示 した。 上記変更後の Q & A に は ,

①教職員{堂全員式場に 入れる〆)" 否かについて , 学校の状況 に応 じて校長 が
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判断する こ とで は ある が , できる だけ多く の教職員が , 生徒の門出 を 心力〕

ら 祝福でき るよ うに してほ しい , ②座席指定は行わなければな らな い か否

か に つ い て、 本件実施指針に は、 ｢教職員は , 指定さ れ た座席で 国旗に 向

か っ て起立 しi と ある ので , 座席指定 を行わな ければならな い な どと記載

さ れ ており , 司会を誰が行う の か , どのよ うに 国歌斉唱 時 の不起立 を現認

する の かな どに つ いて は項目自体が削除されて い た , (甲 7 , 1 8 8 の 1

2 , 同 2 1 1 の 1 【3 2 頁 1, 同 2 1 2 の 5 , 同 2 6 2 [1 6 賞】, 証 人

塚内 【1 8 ない し 2 0 頁】)

キ 被告都教委学 区担当指導主事 ら は , 平成 1 6 年 2 月 か ら 3 月 ま で の間 ,

都立学校の校長らに対 して , 同 1 5 年 度卒薬式に つ いて , 直接又は電話 ,

電子メ ー ルで指導を行い , 事前に卒業式実施要項を提出 させると と もに ,

その内容に問題が ある場合に は修正 をさせ るな ど した , ま た , 被告都教委

窟 , 都立学校の校長 らに.対し , 卒業式で国教斉唱時の 不起立等の服務事故

が発生 した場合 , 速やかに被告都教委人事部担当管理主事に対し電話連絡

をす るとと もに , 同 人事部幟舅課 に事故報告書を提出す る こ となどを指示

した , (甲 1 7 8 の 2 5 同 1 8 8 の 2 , 3 及 び 6 , 記入塚内 【1 1 1

3 , 2 0 なし灘/ 2 2 頁1, 原告青木茂雄 【2 8 貫】)

ク 都立学校では , 本件通達に基づき , 平成 1 6 年 3 月実施の卒業式 , 同年

4 月実施の 入学式にお いて , 校長 か ら教職員に 対 し , 入学式 , 卒業式等の

式典 において , 国歌斉唱の際 , 国旗に 向か っ て起立し , 国歌を斉唱する よ

う 口 頭及び職務命令醤によ る職務命令が発せられた くた だ し , こ の う ち都

立西高等学校 , 同新宿高等 学校 で は 口 頭 に よ る職務命 令 の み発せ られ

た。 ). また、. 被告都教委は , 上記 式典に先立 っ て , 都立学校の校長から ,

式典の実施要項 (式場図 , 進行表 , 教職員の座席一覧等) を提出 させ た。

上 記式典では , 本件通達に従っ て会場設営が行われるこ と に なり , 生徒の

座席はす べて正面の 日の 丸 に向か っ て 並べ られ , フ ロ ア形式な どは行わ れ
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ないこ げこな っ た。 (申 1 8 8 の 7 , 同 2 0 3 の 2 , 同 2 1 1 の 】 【3 2 ･

3 3 頁】, 同 2 6 2 [2 , 銭 1 9 , 2 0 百】, 証 人 巽 【2 7 , 2 8 , ~
　

6 頁 1, 同壕内 【2 2 頁】)

ケ例 被告都教委は , 平成 1 6 年 3 月 の都立学校の卒業式にそれぞれ複数の

職員を派濾した , 派遣された被告都数萎職員 は , 1 名が設置者と して挨

拶 し , 他の職員は教職員の座席の 後 に座り ,
℃国歌斉唱 ｣ の式次第への

記載の有無 , ｢国 歌斉唱‘ ｢起立 ｣ と の号令の有無 , 国 歌斉唱時の教職

員 , 生 徒及び保護者の起立 , 不 起 立 の状況等を藍視し , 被告都教委に報

告 した。 そ して , 国歌斉唱時に起立 しな かっ た教職員 , ピア ノ伴奏を し

な か っ た教職員が い た都立学校で は , 校長及び教頭が , 被告都教委の指

示 に従っ て , 式典当日 {こ 当該教職員に対し , 起立を促すなど した う え ,

不起立な い し ピアノ伴奏拒否の事実確認をする と とも に , 被告都教委人

事部学区担当管理主事に対し , 電話で服務事故発生の報告 を した (なお ,

被告都教委職員が 上 記 事実確認に 立ち会う学校も あ っ た。た さ らに ,

国歌著嘴時に起立 しなかっ た教職員 , ピア ノ 伴奏を しなか っ た教職員が

いた‘都立学校では., 校長が , 予 め用意 された ひな型を使用 して , 服務事

故報告書を作成し , これを被告都教委人事部職員課に提出 した。 なお ,

被告都教委人事部職員課は , 校長か ら提出された服務事故報告書の禁文

について修 正 を指 示 するなど して おり , 上記服務事故報告書の校長 所 見

欄に は , 被告都教委の厳正なる処分文 は措置を求める旨の記載が されて

いた , 被告部数髪 ば , 上記服務事故報告書の提出を受けた後 , 指導主事

らをして , 国歌斉唱時に起立 しな い教職員が いた学校の校長か ら事情聴

取をさせ , 事情聴取著を作成した。 (甲 1 7 8 の 2 6 ない し 4 九 5 3

な い t/ 6 G 同 1 8 8 の 8 及 び 銭 同 2 1 1 の 1 【3 4 なし、 し 3 7 頁 I,

6 r5 1 頁 1及び 1 5 【5 1 なし、 し 6 3 頁 1, 同 2 6 2 [易 2 0 ない

し 2 3 頁 1 証人塚 内 【2 2 な い し 2 6 頁 1, 原告 【3 7 な い
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し 4 1 頁】)

(イ) 横山教育長は , 平成 1 6 年 3 月 1 6 日開催の東京都議会予算特別委員

会 にお い て , 土屋都議の質問に 対 し , 次のと おり、 答弁 した (甲 1 7 5

の 1 7 , 同 2 0 8 の 1、 【3 6 , 3 7 頁 I, 同 2 1 8 【6 , 7 肩 1)。

土 屋 都 議 ; ｢卒業式な どで ク ラ ス の 大半が国歌を歌え な い , 歌 わ な

い状態であ っ た場合 , 教師 の指導力 に不 足が あ る か ,

ある い は教師に よる誘導的な指導が 行 われて い た か と

い う こ と にな る と 思 い ますが , い か が で し ょ う か頭

横山教育長 ; ｢学習指導 要領に基づき ま して 国 歌 の指導が適切に行わ

れていれば , 歌 えない , あ る い は歌わ な い児童生徒が

多数い ると いう こ と fま考え られませんし , そ の場合じ言

ご指摘の と おり , 指導力が不 足 してい る か , 学習指導

要領に反 する愁意的 な指導が あ っ たと考え ざる を得ま

,せん。 J

土 屋 都 議 ち ｢こ れは肝心 な こ となの で確認を したい ん ですが , 例 え

ば 6 ク ラ ス あ っ て , その うちの 4 ク ラス でば生徒が起

立 を し , 国歌を斉唱した が , 1 ク ラ ス の み 生徒が起立

せず , 国歌 も斉唱 しなか っ たと した ら そ のク ラ ス は

学習指導要領に 基づく指導がなされてい な い と考 えて

いい んで し ょ う か。 ｣

横山教育長 # そ のとお り で ござ いま す。 ｣

土 屋 都 議 ! そ の場合 , そ のク ラ ス の指導を担当 した教員は , 処分

対象と考えて よろ しいで し ょ う か。 ｣

横山教育長 : ｢お っ しゃるよ うな措置をとる こ と に な ります。 ｣

{薪 被告都教委は, 平成 1 6 年 3 月 3 0 日 , 同月 3 1 日及び同年 5月 2 5

日 同 1 5 年度卒諸式にお い て , 式典会場に 入場 しな かっ た教職員 , 国
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歌斉唱時に起 立 しな か っ た教職園 , 国 歌 斉唱時の ピア ノ 伴奏を拒否 した

教職屋合計 1 7 1名につ いて , 職務命 令滋反及び信用 失墜行為を理由 に

戒告 処分を行っ た。 ま た , 被告都教委は" 平成 1 6年 3 月 3 0 日 同年

4 月 から定年退職後の 再雇用職員と して勤務する こ と を 希望して既に 合

格通知を受 けて いた 教職員 3 名 , 同月 か ら引き続き再雇 用職員と し て 勤

務すること を希望して既に合格通知を受 けて い た教職露 5 名 に 対 し , 同

1 5 年度卒業式の 国歌斉唱 時 に起立 しな か っ た こ とが職務命令違反及 び

信用失墜行為に当たる と して合格を取 り消す旨の通知をした。 なお , 被

告部数姿は , 平成 1 6 年 4 月 6 日 , 同 1 6 年度卒業式の 国 歌斉唱時に起

立 しなか っ たこ とが職務命令違反及 び信用失墜行為 に当 た る と して , 東

京都の 公立小 ･ 中学校 , 東京都立 ろう ･ 養護学校の教職員 1 9 名 に つ い

て戒告処分 , 2度目 の懲戒処分となる養護学校教員 1.名 につ いて 1 か月

間同 人の給料1 0 分の 1 を減じる ど の懲戒処分をしたヴ (甲 1 7 5 の 2

1 及 び 2 2 , 同 1 8 8 の 1 0 , 同 2 0 8 の 2 , 3 【5 , 2 5 頁 }, 証人

河 合 【1 6 , 1 7 頁】, 原告青木茂雄 【4 3 , 4 4 頁】)

国 被告都教委 は , 平成 1 6 年 5 月 2 6 日 同年度入 学式に お い て , 国 歌

斉唱時 に起立 しな かつた都立学校の教職国 3 3 名 , 東京都の 公 立 小 ･ 中

学校の教職員 4 名 に対し , 職務命令違反 及 び信用失墜行為を理由 に して

戒告処分を行い , 2度目 の懲戒処分となる都立学校等の教職員 3 名 につ

い て 1 か月間同 人 らの給料 1 0 分の 1 を減じると の懲戒処分をした (甲

1 7 5 の 2 1 及 び 2 2 , 同 2 0 9 の 1 及び 2 )。

開 被告都教委 は , 本件通達発令後 , 入学式 , 卒業式等の式典におい て ,

国歌斉唱時に不起立等をした教職国に対 し , 1 回 国は戒告 , 2 回 目は 1

か月 間当該教職員の給料 1 D 分の 1 を減じろ 3 回 目 は 6 か月 間当該教

職員の給料 1 0 分の 1 を減じる 4 回 目 は停職 1 か月 と いう基準で懲戒

処分を行 っ てい る (原 告 【4 4 薗】, 弁 論 の全趣旨)。



コ 被告都知事石原慎太郎 は , 平成 1 6 年 4 月 9 日 に実施された教育施策連

絡会に お い て , ｢今度 , 私 よ り も 非常に熾烈 で は っ き り して い る横山教育

長 が , 教育委 員の皆さ ん と頑張 っ てくれて , 当然の こ と で すけ れ ども , 国

旗 ･ 国歌とい う も の を公立の学校の中での入学式 , 卒業式に , 1 つ の規範

と して , ル } ル と して う た っ て い た だく , j と述べた。 ま た , 被告都教委

教育委員鳥海厳は , 上記教育施策連絡会にお い て , 入学式 , 卒業式等の式

典の国 歌斉唱時 に,起立 しな い教職員 ら につ い て , 搦めい ま い きを改革の と

きには絶対残 して はい けない。 こ の 国旗 ･ 国 歌問題 , 1 0 0 % や る よ う に

してく れと い う こ と を事務局 に も教育長 に も言 っ て い る わ け です けれ ど

も , 1 人の入り ある い は 2 人の 人 だ か らいい じ ゃ な いの と 言 う かもしれま

せん けれども , 改革という の は , 何しろ 半世紀の間につく られた が ん細胞

　み た いなもの ですか ら , そ う いう と こ ろにが ん細胞を少 しでも残す と , ひ

たすぐ増殖 してく ると い う こ と は目 に 見 えてい るわけです。徹底的にやる ,

あい ま いさ を残さない。 こ れ は非常 に重要な こ と だと思っ て お り ます。 )

と述べた。 (甲 2 0 3 の 6 )

サ 横山教育長 は , 平成 1 6 年 6 月 8 日開催の東京都議会 の 同年第 2 回定例

会に お いて , 東京都議会議員古賀俊昭 (以 下 ｢古賀都議｣ と い う。) の代

表質問に対し , 次の と お り , 答弁 した (甲 2 0 8 の 1 【3 8 , 3 9 面】,

同 2 7 2 )。

古 賀 都 議 ; ｢仮に , 研修セ ンタ ー での研修を数日 ある い は 1 日 受講す

る際に , 当初から教育公務員と して の反省の態度が全く

見 られず , また成果も上が っ て いな い場合 , 研修の延長 ,

ある い は再研修を命じる べ き であります。 重襄な法令違

反 を 犯 し , 反省も していない者を教員と して教壇に戻す

こ と ばあ っ てはな らないと考えま すが , い かが で し ょ う

か。 ｣ ｢教職員組 合 な どが盛ん に , 生徒の 内 心 の 自 由 を



使う こ と が反燬 の ポイ ン トと い っ て い る 以 上 , 生徒の政

治的利用 を許さない点 か ら も 軽微な処分を繰り返す の

で は なく , 職務命令と して , 学習 指 導要領規定の遵守 を

出すべき と 考 えますが , い かが で し ょ う か幻

横山教育長 瀞処分を受 け た教員の研修に つ い て でずが , 卒業式 , 入学

式等 にお き ま して , 校長の職務命令に違反 し , 処分を受

けた教員に対しま して , 再発防止 の徹底を図 っ て いく こ

と は重要で ございま す。 こ れら の教員等に対しま して ,

服務事故再発防止研修を命令研修と して 受講させ , 適正

な教育課程の嚢施及び教育公務員と して の服務の厳守な

どに つ い て , 自覚を促 して ま い り ます。 なお , 受講に際

し , 指導に従わない場合や成祟が 不十分 の場合に は , 研

修修了 と はなりま せ んの で , 再度研修を命ず る こ と にな

ります し , ま た , 研修を受講して も反省の色が 見 られず ,

同様の服務違反 を繰り返す ことが あっ た場 合に は , より

厳しい処分を行 う こ とば当然の こ と で あ ると 考 えて お り

ます . ｣ ｢今後 , 校長の権限に基づい て , 学習指導要領

や通造に基づいて児童生徒を指導する こ と を盛り 込 んだ

職務命令 を 出 し , 厳正 に対処す べき も の と 考 えて お りま

す。 ｣

ソ 被告都教委は , 平成 1 6 年 6月 こ ら 同 1 5 年度卒業式及び同 1 6 年度

入学式にお いて , 国歌斉唱時に起 立 しない生徒が多か っ た都立学校等の学

級担任 , 管理職等 6 7 名 に 対 し , 指導不足 によ る生徒の 不起立 , 不起立 を

促 す教員の 不適切な 言動等 を理由 に して , 厳重注意 , 注意 , 指導を行っ た ,

不起立 を促す教員の 不適切な言動とは , 本件通達発令前に複数の都立学校

にお い て , 入学式 , 卒業式等の式典前に行わ れ てい た説明 で あり , 生徒や



保護者らに対 し , 国 歌斉唱時の起立及び斉唱 を行う か否 か は個人 の判断に

任せ られ/てい る旨の説明 の こ と で あ っ た。 (申 3 ない し 6 , 1 5 9 , 1 7

6 の 丸 岡 1 7 5 の 2 3 の 1 ない し 4 3 同 1 7 5 の 2 5 ない し 2 7 , 同

2 6 7 の 1 及び 2 , 証人 河 合 【 1 , 1 6 なし、 し 1 8 頁】)

ス 被告都教委は , 平成 1 6 年 8 月 2 日及び同月 9 日 東京都総合ト技術教育

セ ンタ ー にお い て , 同 1 5 年度卒業式及び同 1 6 年度入学式にお いて , 国

歌斉唱時に起立 を しな か っ たこ と な どによ り戒告処分等 の懲戒処分 を受け

た教職員に 対 し , 服務事激再発防止研修を実施 した , ま た , 被告都教委は ,

平成 1 6 年 8月 3 0 日 入学式 , 卒業式等 の式典にお いて , 国 歌斉唱 時 の

不起 立等により , 懲戒処分 が Z 度目 と なり減給処分を受けた教職員に 対 し ,

専門 研修を実施 した。 (甲 1 9 0 の 1 , 弁論 の 全趣旨)

セ例 被告都教委教育長中村正彦 (以下 ｢中村教育長 i と い う。 ) は , 平成

1 7年 1 2月 8 日開催の東京都議会の 同年第 4 回 定例会 に お い て , 古賀

都議の質問 に対し , 次のと お り 答弁 した (甲 2 0 3 の 1 1 [甥 6 頁】)。

古 賀 都 議 : ｢実施指針 , 通達 の趣旨を さ ら に周知徹底する必要が あ る

と 思 いま す が , 見解窟い かが で し ょ う か。 教職員組合は ,

こ の 個 別 的職務命令を あ いま いな包括的職務命令に 変 更

する よ う , あ ら ゆ る 手段を尽く して都教委に働き か け て

います , 私の調査によれば , 驚く べきこ と にそれに迎合

す る勢力も都教委の 一部に ある と確認されて いま す。 実

際 , 都立西高等学校 , 西高の前校長石川 氏 は個別職務命

令を発出 しな か っ た校長 の 1 人 ですが , こ の 後任の柿添

校長 も 個別職務命令を式典実施要項 に判をつ い た だ け ,

それも 欠席者に は渡してい な い と い っ たありさま で , 実

質的 に職務命令を形骸化させて い ます。 … 残念な が

ら こ う した敵前逃亡 も一 部 に あ る の です。 とする と 職



務命令を 出す際の 基準を都教委と して 示 す 必 要 が あり ま

す, 見解を求 めます。 ｣

中村教育長 言職務命令 を 出す際の基準に つ いて で ご ざい ますが , こ れ

ま で も都教育委 員 会 で は , 学習指導 要領や通達に基づ き

ま して卒業式及 び 入学式 等 を適正に実施する た め に , 全

校全教職員に対 しま して , 包括的職務命令 に加 え , 個 別

的職務命令 を 発 出する よ う校長 を指導 し て ま い り ま し

た。 ｣ ｢職務命令は , あく ま でも校長の権限と責任に基づ

いて 発出されるもの ではあ り ま すが , 今後は , 職務命 令

と して 必要な 要件を参考と して通知する と と も に , 校長

連絡会等に おき ま して周 知 を図 る な ど 卒業式 , 入学式

等の適正 な実施に向けて校長 を支援して 該 い けます . な

お , 職務命令 の発出 に課題の あ る学校に つきま して は ,

個別 に指導の徹底を 図 っ てま いり“ます。 J ｢卒業式等にお

い て学級の生徒の多く が 起 立 しな い と い う 事態が起こ っ

た場合 に は , そ の後 , 他 の学校の卒業式等に おい て 同様

の事態が発生する の を防止 す る た め , 生徒を適正 に指導

する旨の通達を速やかに“発出いた します , ｣

“) 被告都教委指導部長井出隆安は , 平成 1 8 年 2 月 1 0 日 都立 学校の

校長に対し , 前記例の 中村教育長の答弁内 容 に沿 っ て , ｢入学式 ･ 卒業

式等の適正 な実施に つ い て (通 知 )｣ (1 7 数指企第 1 0 3 7 号 ) を発

出した。 上記通知に は , ｢入学式 ･ 卒業式等の儀式的行事を適正 に実施

する ため に , 校長の権限と青任に基づき , 職務命令書を適切に作成する

ようお願い します可 ｢各教職員が自らの職務を明確に認識で き るよ う

に , 児童 ･ 生徒への指導 , 司会 , ピア ノ 伴奏等 の 具体的な職務内容 を ,

実施要 項 と は 別 の文書によ っ て個別に 示す こ と。 j r児童 ･ 生徒への 指


